
もしトラブルに巻き込まれたら

万一、トラブルに巻き込まれてしまったら、様々な場所で相談を受け付けています。
事態が深刻化してしまう前に、早めの相談を心がけましょう。

みんなの人権110番（常設人権相談所）
全国の法務局・地方法務局では常設人権相談所を設置し、人権相談を受け付けています（受付時間：平日午前8:30から午後5:15まで）。

【電話】 0570-003-110（ゼロゼロみんなのひゃくとおばん）　※最寄りの法務局・地方法務局につながります。ＩＰ電話など、一部の電話からはつながりません。
インターネット人権相談受付窓口
人権相談をインターネットで24時間365日受け付けています。

【PC】 http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken113.html
【モバイル】 http://www.jinken.go.jp/soudan/mobile/001.html
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■ 監修　坂元　章（お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科　教授）

迷惑メールに関するご相談は……

● 日本データ通信協会「迷惑メール相談センター」
広告宣伝に関する迷惑メールやチェーンメールの電話による相談を受け付けています。
法律違反の迷惑メール情報の受付も行っています。

【電話】 03-5974-0068（10：00～17：00 土日・祝日年末年始を除く）
【PC】 http://www.dekyo.or.jp/soudan/
【モバイル】 http://www.dekyo.or.jp/soudan/m/
　　　　　 http://www.dekyo.or.jp/soudan/chain/mobile/

迷惑メール転送先　meiwaku@dekyo.or.jp

広告メール転送先　spam-in@nissankyo.jp

チェーンメール転送先

● 日本産業協会
オプトイン（請求・承諾）していない広告メールの情報提供窓口です。

http://www.nissankyo.or.jp/

dakef1@docomo.ne.jp
dakef2@docomo.ne.jp
dakef3@docomo.ne.jp
dakef4@docomo.ne.jp
dakef5@docomo.ne.jp

risu1@ezweb.ne.jp
risu2@ezweb.ne.jp
risu3@ezweb.ne.jp
kuris1@t.vodafone.ne.jp
kuris2@t.vodafone.ne.jp

※チェーンメールが来たら自分のところで止めるようにし
てください。それでも心配な方は下記アドレスに転送し
てください。

保護者
・
教員編

安 全 教 室

ケ ー タ イ

子どもをトラブルから守るために 

困ったことが起きたら、すぐに警察に相談する

トラブルにあった場合のご相談は……

誹謗中傷などの人権についてのご相談は……

● 都道府県警察本部のサイバー犯罪相談窓口
迷惑メールや架空請求などインターネット上でのトラブルに関する場合の、相談窓口・情報受付・事例紹介をしています。

http://www.npa.go.jp/cyber/soudan.htm

● 人権相談所（法務局・地方法務局）
子どもの人権110番
いじめや体罰などの子どもの人権についての専用相談電話です。相談は無料。

【電話】 0120-007-110（ぜろぜろななのひゃくとおばん）　※受付時間：平日午前8：30から午後5：15まで　IP電話など、一部の電話からはつながりません。

警察相談ダイヤル　♯9110 ダイヤル回線からはかかりません。
最寄りの警察署の相談窓口をご利用ください。

● 全国の消費者センター等
消費生活相談について、どこに相談していいかわからない場合、身近な消費生活相談窓口をご案内します。

消費者ホットライン 【電話】 0570-064-370（ゼロ・ゴー・ナナ・ゼロ　守ろうよ、みんなを）

身近な消費生活相談窓口を紹介しています。

【PC】 http://www.kokusen.go.jp/index.html　【モバイル】 http://www.kokusen.go.jp/mobile/index.html
※上記URLからお住まいの地域の消費生活センター等を検索してご利用ください。　

※土日祝日は、都道府県等の消費生活センター等が開所していない場合、国民生活センターをご案内します。（一部地域や年末年始、国民生活センターの建物点検日等を除く）
※平日、消費者ホットラインに電話をかけた場合は、国民生活センターにつながりません。
※IP電話など、一部の電話からはつながりません。

再生紙を使用しています
この印刷物は印刷工程で発生する
CO2を約60.8％削減しています。
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